
（令和４年 10月 24日 掲載） 

質 問 応 答 書 

 

調達件名 令和４年度札幌市の環境政策推進に関する市民アンケート調査業務 

 

番号 質 問 事 項 回    答 

１ 無作為に抽出した調査対象者様情報

について、提出いただけるデータはアド

レスタッグに記載する項目、氏名、住所

のほかございますか。 

 調査対象者については、住所、氏名を

記載したラベルシールをお渡しいたし

ますので、データでの提供は想定してお

りませんが、業務に必要である明確な理

由があれば氏名、住所（郵便番号含む）

のデータを提供いたします。 

２ 後々の作業を簡便化するため、調査票

にナンバリング（任意の番号付与）する

ことは可能でしょうか。 

 問題ありません。 

３ アンケートはモノクロ両面印刷とあ

りますが、対象者向けに送付する資料に

その他の印刷物はないという理解でよ

ろしいでしょうか（○○のご案内・手引

き、各イベントのお知らせ等、予定して

いる際はお教えください）。 

 現時点で予定はありません。 

 なお、令和３年度の同一業務におい

て、受託者が中綴じをした際に白紙が生

じたことから、イベントのお知らせを調

査票の最終ページに加えさせていただ

きましたが、印刷はモノクロで行いまし

た。 

４ 再委託は可能ですか？当方グループ

会社内にある印刷担当の法人への発注

をしたく、確認させていただきます。も

し、可の場合、地域や発注金額の制限等

も併せてお知らせください。 

当質問は事前にお電話にてお問い合

わせさせていただきましたが、印刷、発

 再委託については、契約が契約の相手

方の履行能力、資力、信用等を勘案して

行われていることや、履行能力のない、

いわゆるブローカー等の不良不適格業

者を排除すること等を目的に、契約約款

第５条（入札説明書Ｐ15）に記載のとお

り原則として禁止しております。 



送代行は専門性の低い業務として不可

とのご回答でした。そのご回答からは優

先する参加資格の条件（情報サービス、

研究・調査企画サービス）から趣旨が異

なるようにも受け止められ、念のための

再質問とさせていただきます。 

 なお、役務の一部であって、その性質

上特にやむを得ないと認められる場合

には、契約の相手方は本市の承諾を得た

うえで、再委託を行うことができること

となっておりますが、アンケート調査票

の印刷や封入封緘については、本業務の

主たる部分であり、再委託とすることが

やむを得ない場合にあたらないと考え

ます。 

５ 返信用郵送代支払について、「料金受

取人払」（後納）手続きを検討しておりま

すが、その際の発注者は受託者、手続き

は受託者が行うと考えて宜しいでしょ

うか？ 

ご認識のとおりです。 

６ アンケートの返信先（返信用封筒の宛

先）は委託者様名でしょうか。受託者名

でしょうか（宛先住所は受託者とする理

解です） 

 アンケート名を明記の上、宛先名、住

所ともに受託者としてください。 

７ 報告書・集計データの納品方法につい

てご教示ください。公費節約のため、参

照すべき昨年のデータを可能なファイ

ルをご提供いただける理解におります。

また、集計についても本年流用が可能な

状態で併せてご提供いただける認識に

おりますが、相違ございませんでしょう

か。 

 昨年度の集計データを提供すること

は可能ですが、本市において集計フォー

ムを保持し、年度ごとに修正しているも

のではございません。 

 そのため、受託者において本業務履行

に必要な修正等作業を実施していただ

くこととなります。 

 また、昨年度の集計データを参照せ

ず、集計データを作成していただいても

構いません。 

 



８ 発送、返信用封筒の印字指示はされな

いとのことですが、発送元、内容物、送

付物の趣旨等を封筒に印字されるご要

望はない理解でよろしいでしょうか。 

少なくとも発送元、内容物、送付物の

趣旨や調査実施委託先の記載は必要と

考えておりますが、不足がある場合は受

託者で準備いただいたものを本市が確

認する際にお伝えいたします。 

９ スケジュールについてアンケートを

１月に発送する以外は仕様書に記述が

ございませんが、契約期間内に成果物を

提出させていただく理解に相違ござい

ませんでしょうか。 

 仕様書の「６ 提出書類」に記載のと

おり、成果品については業務終了後直ち

にご提出いただく必要がございます。 

10 回答いただいたアンケート現物を納

品する必要、またはデータ化する必要は

ございませんでしょうか。 

 仕様書の「５ 一般事項等(6)」に記載

のとおり、“回収した封筒及びアンケー

ト調査票については、受託者が適正な方

法で廃棄”いただく必要がございます。 

 こちらに提出いただく必要はござい

ません。 

11 当入札は例年実施されている理解に

おりますが、過去３年間の仕様書と落札

金額、落札事業者名を開示願います。 

欄外に回答を記載いたします。 

 

【11の回答】 

以下の URLをご参照ください。 

・令和３年度 

https://www.city.sapporo.jp/seiso/keiyaku/r3kankyouseisakusuisin_siminanke-

to.html 

・令和２年度 

https://www.city.sapporo.jp/seiso/keiyaku/r2_energyvision_hokoku_sakusei.html 

※令和２年度は別業務と一括で委託しております 

・令和元年度 

https://www.city.sapporo.jp/seiso/keiyaku/r1_ondanka_taisaku_tyousa.html 

https://www.city.sapporo.jp/seiso/keiyaku/r3kankyouseisakusuisin_siminanke-to.html
https://www.city.sapporo.jp/seiso/keiyaku/r3kankyouseisakusuisin_siminanke-to.html
https://www.city.sapporo.jp/seiso/keiyaku/r2_energyvision_hokoku_sakusei.html
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